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中
国
人
の
仲
介
で
県
内
企
業
に
就
職
し
た
ベ
ト
ナ
ム
娘
た
ち
。
ア
パ
ー
ト
の
一
室
に
高
額
家
賃
で
押
し
込
め
ら
れ
、「
文
句
を
言
え
ば
送
り
返
す
ぞ
」
と
強
制
労
働
説
。
出
国
時
の
借
金
で
逃
げ
る
こ
と
も
で
き
ず
ス
ト
レ
ス
障
害
に
。
ア
パ
ー
ト
住
民
に
助
け
を
求
め
て
問
題
発
覚
。

徳
島
県
内
に
十
七
箇
所
あ
る
火
葬
場
。
大
人
一
人
当
た
り
の
火
葬
料
金
は
、
最
低
五
千
円
か
ら
最
高
十
万
円
と
二
十
倍
の
格
差
。
施
設
建
設
費
が
料
金
に
反
映
さ
れ
る
た
め
だ
が
、「
な
ぜ
そ
ん
な
に
火
葬
料
金
が
違
う
の
か
」
と
格
差
是
正
を
求
め
る
声
。

　

原
告
は
日
亜
化
学
工
業

元
社
員
の
K
氏
。
被
告

は
同
社
社
員
で
、
K
氏
の

元
上
司(

班
長)

だ
っ
た

I
氏
。
代
理
人
は
原
告
側

が
小
倉
正
人
弁
護
士
、
被

告
側
が
笹
谷
正
廣
弁
護
士
。

日
亜
化
学
工
業
は
被
告
側

の
補
助
参
加
人
で
代
理
人

は
宮
澤
由
浩
弁
護
士
ら
だ
。

　

原
告
は
派
遣
社
員
を
経

て
、
平
成
二
十
一
年
二
月

に
正
社
員
に
採
用
さ
れ
、

L
E
D
の
製
造
作
業
に
従

事
し
て
い
た
。
被
告
は
同

社
正
社
員
で
、
原
告
が
配

属
さ
れ
た
部
署
の
班
長
と

し
て
原
告
ら
を
業
務
指
揮

し
て
い
た
。

　
「
暴
力
や
暴
言
を
受

け
た
」
と
訴
え
た
原
告

の
元
社
員

　

裁
判
の
争
点
は
パ
ワ
ハ

ラ
の
有
無
。
原
告
は
「
職

場
で
被
告
か
ら
労
務
指
揮

の
範
囲
を
超
え
る
暴
力
や

暴
言
を
受
け
た
。
い
じ
め

の
対
象
と
さ
れ
、
不
合
理

な
行
為
を
強
要
さ
れ
た
」

と
訴
え
て
い
る
。

　
「
平
成
二
十
二
年
五
月
、

原
告
は
被
告
と
数
名
の
者

に
取
り
囲
ま
れ
、
被
告
か

ら
『
K
さ
ん
以
外
休
憩
。

お
前
は
ご
飯
に
い
か
ん
で

よ
ろ
し
い
』
と
言
わ
れ
た
。

　

原
告
は
被
告
の
嫌
が
ら

せ
に
当
惑
し
た
が
、
気
を

取
り
直
し
食
事
休
憩
に
行

く
と
伝
え
た
。
こ
の
よ
う

な
被
告
の
行
為
は
そ
の
後

度
々
あ
っ
た
。

　

同
年
五
月
中
旬
、
被
告

が
近
づ
い
て
き
て
い
き
な

り
原
告
の
胸
倉
を
つ
か
ん

だ
。仕
事
の
内
容
確
認
だ
っ

た
が
、
原
告
は
動
揺
し
受

け
応
え
で
精
一
杯
だ
っ
た
。

以
後
被
告
は
日
常
的
に
原

告
の
胸
倉
を
つ
か
む
よ
う

に
な
っ
た
。

　

同
年
六
月
下
旬
、
原
告

が
急
に
体
調
不
良
と
な
り
、

被
告
に
翌
日
の
出
勤
へ
の

影
響
を
報
告
し
た
ら
、
い

き
な
り
腹
を
殴
ら
れ
た
。

帰
宅
前
に
三
十
八
・
八
度
の

熱
が
出
た
の
で
、
報
告
す

る
と
再
度
腹
を
殴
ら
れ
た
。

『
明
日
は
何
が
あ
っ
て
も
出

社
し
ろ
』
と
出
社
を
強
要

さ
れ
た
。

　

平
成
二
十
三
年
一
月
頃
、

原
告
は
被
告
や
期
間
社
員

ら
に
取
り
囲
ま
れ
、『
お
ま

え
の
家
く
ら
い
一
晩
あ
っ

た
ら
潰
せ
る
。
こ
ち
ら
は

暴
力
団
の
心
腹
会
と
つ
な

が
り
が
あ
る
』
と
脅
さ
れ

た
。
同
年
一
月
頃
か
ら
、

被
告
は
、
原
告
の
給
料
明

細
を
交
付
時
に
原
告
の
目

の
前
に
わ
ざ
と
落
と
し
、

そ
れ
を
踏
み
つ
け
た
。
賞

与
に
つ
い
て
は
交
付
前
に

開
封
し
た
り
し
て
嫌
が
ら

せ
を
行
う
よ
う
に
な
っ
た
」

(

原
告
訴
状
の
要
約)

。

　

被
告
か
ら
度
重
な
る
パ
ワ

ハ
ラ
を
受
け
た
と
主
張
す
る

原
告
は
、
平
成
二
十
六
年
七

月
末
に
会
社
を
退
職
。
平
成

二
十
七
年
八
月
二
十
六
日
、

百
五
十
万
円
の
損
害
賠
償
を

求
め
て
提
訴
し
た
。

　
「
被
告
は
業
務
指
示
の
範

囲
を
逸
脱
し
、
原
告
に
対

し
暴
力
や
暴
言
を
日
常
的

に
行
っ
て
お
り
、
原
告
の

身
体
の
自
由
を
損
な
い
、

財
産
権
を
侵
害
し
、
違
法

に
労
働
強
制
を
行
っ
て
い

る
」(

原
告
訴
状
の
要
約)

。

　
「
不
合
理
な
行
為
は

強
要
し
て
い
な
い
」
と

被
告
の
社
員

　

原
告
の
訴
え
に
対
し
、

被
告
は
「
暴
力
や
暴
言
を

行
っ
た
り
、
い
じ
め
の
対

象
と
し
た
り
、
不
合
理
な

行
為
を
強
要
し
た
こ
と
は

な
か
っ
た
」
と
反
論
す
る
。

　
「
原
告
と
の
間
で
相
応
の

接
触
が
あ
っ
た
こ
と
は
事

実
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
近

し
い
仲
間
と
い
う
両
者
の

関
係
の
表
現
と
し
て
の
も

の
で
あ
り
、
職
務
上
の
地

位
権
限
を
逸
脱
濫
用
し
、

社
会
通
念
に
照
ら
し
て
許

容
で
き
る
範
囲
を
著
し
く

超
え
て
、
有
形
無
形
の
圧

力
を
加
え
る
よ
う
な
も
の

で
は
決
し
て
な
か
っ
た
。

　

胸
倉
を
つ
か
ん
だ
の
は
、

作
業
時
間
中
に
携
帯
電
話

を
使
用
し
て
い
た
原
告
を

見
つ
け
注
意
し
た
が
、
悪

び
れ
た
様
子
も
な
か
っ
た

の
で
、
反
省
を
促
そ
う
と

し
て
『
オ
イ
オ
イ
』
と
軽

い
感
じ
で
つ
か
ん
だ
も
の

だ
。
決
し
て
日
常
的
な
も

の
で
は
な
い
。

　

被
告
が
原
告
の
腹
部
や

肩
部
を
殴
打
し
た
こ
と
が

あ
る
の
は
事
実
で
あ
る
が
、

そ
れ
は
原
告
が
主
張
す
る

時
の
こ
と
で
は
な
く
、
原

告
に
仕
事
上
の
ミ
ス
が

あ
っ
た
時
な
ど
に
注
意
を

促
す
意
味
で
行
っ
た
。
今

で
は
大
変
申
し
訳
な
い
思

い
で
あ
る
。

　
「
L
E
D
の
日
亜
」
で
パ
ワ
ハ
ラ
騒
動
が
裁
判
沙

汰
に
発
展
し
て
い
る
。
パ
ワ
ハ
ラ
を
訴
え
、
損
害
賠

償
を
求
め
る
元
社
員
に
対
し
、被
告
の
元
上
司
は「
接

触
は
あ
っ
た
が
、
労
務
指
揮
の
範
囲
を
超
え
る
暴

力
や
暴
言
は
行
っ
て
い
な
い
」と
パ
ワ
ハ
ラ
を
否
定
。

会
社
側
は
「
通
常
の
パ
ワ
ハ
ラ
と
は
様
相
を
異
に

す
る
。原
告
は
全
く
別
の
意
図
目
的
を
持
っ
て
い
る
」

と
主
張
す
る
。
労
働
基
準
監
督
署
に
労
災
申
請
し
て

い
る
元
社
員
の
損
害
賠
償
請
求
額
は
百
五
十
万
円
。

ノ
ー
ベ
ル
賞
受
賞
者
を
輩
出
し
た
L
E
D
の
製
造

現
場
で
一
体
何
が
起
こ
っ
て
い
る
の
か
。

　

給
与
明
細
を
落
と
し
た

こ
と
は
認
め
る
が
、
仲
間

内
で
ふ
ざ
け
て
し
た
こ
と
。

賞
与
封
筒
の
端
を
ほ
ん
の

少
し
開
け
た
こ
と
も
あ
る

が
、
明
細
が
見
え
る
と
こ

ろ
ま
で
は
開
け
て
い
な
い
」

(

被
告
答
弁
書
の
要
約)

。

　
「
通
常
の
パ
ワ
ハ
ラ

と
は
様
相
を
異
に
す

る
」
と
日
亜
化
学

 　

元
社
員
と
社
員
が
パ
ワ

ハ
ラ
訴
訟
を
争
う
日
亜
化

学
工
業
。
被
告
側
補
助
参

加
人
で
あ
る
同
社
の
見
解

は
次
の
通
り
だ
。

　
「
原
告
は
会
社
内
の
パ
ワ

ハ
ラ
を
原
因
と
し
て
阿
南
労

働
基
準
監
督
署
に
労
災
申
請

を
し
て
お
り
、
現
在
調
査
中

だ
。
原
告
は
、
本
件
訴
訟
の

判
決
等
を
も
っ
て
労
災
認
定

に
結
び
つ
け
る
と
言
明
し
て

い
る
よ
う
だ
。

　

し
か
し
当
社
の
調
査
で
判

明
し
た
内
容
は
、
原
告
の
労

災
申
請
や
被
告
と
の
本
訴
ト

ラ
ブ
ル
に
関
し
、
原
告
は

ま
っ
た
く
別
の
意
図
目
的
を

も
っ
て
開
始
さ
れ
た
も
の

で
、
通
常
の
パ
ワ
ハ
ラ
と
は

様
相
を
異
に
す
る
。

　

当
社
と
し
て
は
、
調
査

結
果
を
本
訴
訟
に
提
出
し
、

裁
判
所
に
適
切
な
判
断
を

頂
く
べ
く
、
補
助
参
加
を

申
し
出
た
」(

日
亜
側
準

備
書
面
の
要
約)

。

　
「
L
E
D
の
日
亜
」
で

知
ら
れ
る
同
社
。
創
業
一

族
が
骨
肉
の
争
い
を
展
開

し
た
「
遺
産
相
続
訴
訟
」、

発
明
対
価
を
め
ぐ
り
同
社

と
中
村
教
授
が
争
っ
た「
青

色
L
E
D
訴
訟
」
な
ど
、

訴
訟
ト
ラ
ブ
ル
の
種
は
尽

き
な
い
。
L
E
D
製
造
現

場
の
労
働
実
態
を
浮
か
び

上
が
ら
せ
る
「
パ
ワ
ハ
ラ

訴
訟
」。
徳
島
地
裁
は
ど
ん

な
判
断
を
示
す
の
か
。

　

帯
広
市
こ
ど
も
交
流
の
参

加
者
を
募
集

　

徳
島
市
の
産
業
文
化
姉

妹
都
市
で
あ
る
北
海
道
帯

広
市
と
の
子
ど
も
親
善
交

流
へ
の
参
加
者
を
募
集
し

て
い
ま
す
。

　

冬
休
み
（
十
二
月
二
十
四

日
〜
二
十
七
日
）
に
徳
島
市

の
子
ど
も
た
ち
が
帯
広
市
を

訪
れ
て
ス
ノ
ー
ラ
フ
テ
ィ

ン
グ
や
ス
ケ
ー
ト
を
体
験
し
、

夏
休
み
（
七
月
二
十
六
日
〜

二
十
九
日
）
に
帯
広
市
か
ら

徳
島
市
を
訪
れ
た
子
ど
も
た

ち
と
一
緒
に
阿
波
お
ど
り
や

海
水
浴
を
楽
し
み
ま
す
。

　

参
加
さ
れ
る
子
ど
も
の
家

庭
に
は
、
夏
休
み
に
帯
広

市
か
ら
来
る
子
ど
も
た
ち

の
ホ
ー
ム
ス
テ
イ
（
七
月

二
十
七・二
十
八
日
）
を
お
願

い
し
ま
す
。

　

対
象
は
、
市
内
の
小
学
四

〜
六
年
生
で
、
定
員
は
七
人

程
度
（
抽
選
）
で
す
。

　

費
用
は
受
け
入
れ
が
約

五
千
円
（
集
団
宿
泊
費
）、
訪

問
が
約
七
万
円
（
旅
費
・
保

険
代
）
で
す
。

　

申
し
込
み
は
、
所
定
の
申

込
書
（
市
役
所
三
階
観
光
課

な
ど
で
配
布
）
に
必
要
事
項

を
記
入
し
、
五
月
三
十
一
日

（
火
）ま
で
に
直
接
観
光
課（
電

六
二
一・五
二
三
二
）
へ
。

 　

今
回
の
ジ
ャ
ズ
巡
り

は
、
神
戸
市
の
「
ジ
ャ

ズ
＆
ラ
イ
ブ 

ボ
ー
ン
フ

リ
ー
」。
同
店
は
平
成

十
八
年
に
開
業
し
て
、

今
年
で
十
周
年
を
迎
え

る
。
場
所
は
東
灘
区
岡

本
。
J
R
摂
津
本
山
駅

を
下
車
し
て
、
約
三
百

m
ほ
ど
西
に
歩
い
た
と

こ
ろ
だ
。

　

店
名
の
「
ボ
ー
ン
フ

リ
ー
」
は
「
生
ま
れ
な
が

ら
の
自
由
」
と
い
う
意
味
。

イ
ギ
リ
ス
の
名
作
映
画
「
野

生
の
エ
ル
ザ
」
の
原
題
か

ら
取
っ
た
と
い
う
。 

　
「
野
生
の
エ
ル
ザ
」
は
、

ラ
イ
オ
ン
の
エ
ル
ザ
を
人
間

が
育
て
、
野
生
に
帰
す
ま
で

の
記
録
を
映
画
化
し
、
全
世

界
で
ヒ
ッ
ト
し
た
映
画
だ
。

　

当
日
の
ス
テ
ー
ジ
は
、

ボ
ー
カ
ル=

森
下
愛
美
、

ピ
ア
ノ=

越
山
満
美
子
、

ベ
ー
ス=

河
合
鉄
兵
、
ド

ラ
ム=

大
島
千
夏
の
「
森

下
愛
美
カ
ル
テ
ッ
ト
」。
更

に
愛
弟
子
の
ア
キ
チ
ェ

リ
ー
さ
ん
も
ス
テ
ー
ジ
に

参
加
、
ク
イ
ン
テ
ッ
ト
状

態
で
超
豪
華
な
ス
テ
ー
ジ

と
な
っ
た
。
ア
キ
チ
ェ
リ
ー

さ
ん
は
O
L
ジ
ャ
ズ
シ

ン
ガ
ー
と
し
て
、
当
夜
デ

ビ
ュ
ー
し
た
と
い
う
。

　

元
々
ポ
ッ
プ
ス
を
歌
っ

て
い
た
ア
キ
チ
ェ
リ
ー
さ

ん
だ
が
、
三
年
前
に
森
下

愛
美
さ
ん
の
ス
テ
ー
ジ
を

見
て
衝
撃
を
受
け
、
そ
の

ま
ま
弟
子
入
り
し
た
と
い

う
。
ハ
ー
フ
っ
ぽ
い
顔
立

ち
だ
が
純
粋
な
日
本
人
だ
。

　

森
下
愛
美
さ
ん
は
、
ジ
ュ

リ
ー
・
ロ
ン
ド
ン
の
「
ク
ラ

イ
・
ミ
ー
・
ア
・
リ
バ
ー
」

や
コ
ー
ル
・
ポ
ー
タ
ー
の「
昼

も
夜
も
」、
ま
た
、
ビ
リ
ー
・

ジ
ョ
エ
ル
の
「
ニ
ュ
ー
ヨ
ー

ク
・
ス
テ
ー
ト
・
オ
ブ
・
マ

イ
ン
ド
」
を
ジ
ャ
ズ
風
な
ア

レ
ン
ジ
で
歌
い
上
げ
た
。

　

同
店
で
は
、
生
ビ
ー
ル

は
勿
論
、
各
種
カ
ク
テ
ル
、

ウ
ィ
ス
キ
ー
、
ソ
フ
ト
ド

リ
ン
ク
な
ど
ド
リ
ン
ク
メ

ニ
ュ
ー
も
豊
富
。
食
事
も

自
家
製
の
フ
ラ
イ
ド
ポ
テ

ト
、
簡
単
な
小
皿
つ
ま
み

か
ら
イ
タ
リ
ア
風
カ
ツ
レ

ツ
、
焼
き
カ
レ
ー
、
自
家

製
の
ハ
ン
バ
ー
グ
な
ど
本

格
的
な
料
理
も
楽
し
め
る
。

　

東
灘
区
岡
本
は
閑
静
な

住
宅
地
。
摂
津
本
山
駅
か

ら
の
街
歩
き
も
楽
し
い
。

　
「
ボ
ー
ン
フ
リ
ー
」
の
ラ

イ
ブ
デ
ー
は
月
の
約
半
分

程
度
。
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
の

チ
ェ
ッ
ク
が
必
要
だ
。

　

ジ
ャ
ズ
ラ
イ
ブ
が
ゆ
っ

た
り
と
楽
し
め
る
「
ボ
ー

ン
フ
リ
ー
」。
一
見
の
価
値

あ
る
ジ
ャ
ズ
ス
ポ
ッ
ト
だ
。

■
ラ
イ
ブ
ハ
ウ
ス
情
報

店
名
▼
ジ
ャ
ズ
＆
ラ
イ
ブ 

ボ
ー
ン
フ
リ
ー　

住
所
▼
神
戸
市

東
灘
区
岡
本
２-

５-

８

　

営
業
時
間
▼
午
後
七
時
〜
午
後

十
一
時
三
十
分　

定
休
日
▼
毎
週
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▲ジャズの世界で師弟関係にあたる森下
愛美さん（左）とアキチェリーさん（右）。
本格的なスタンダードを歌う師匠の森下
さんとは対照的に、アキチェリーさんは
ジャズアレンジされたポップスを好む。


